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手帳の交付 

○身体障害者手帳 

身体に障害のある人が、必要な福祉サービスを受けたり、医療費助成などの各種制度を利

用したりするために必要なものです。 

【 対 象 者 】   日常生活に著しい制限を受ける程度であると認められ、身体に一定 

以上の永続する障害がある人 

 

○療育手帳 

知的障害のある人が必要な福祉サービスや手当を受けるために必要なもので、障害の程度

によりＡ、Ｂに区分されています。 

【 対 象 者 】   児童相談所で知的障害と判定された人 

 

○精神障害者保健福祉手帳 

精神に障害のある人の自立や社会参加を促進する制度の利用に必要なものです。有効期間

は２年間で、２年ごとに更新が必要です。 

【 対 象 者 】   精神障害のため日常生活または社会生活への制約がある人 

 

問い合わせ  福祉課  ☎７２－６１２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 障害のある子どもの支援 



３２ 

 

医  療 

○育成医療 

育成医療は、指定医療機関で特定の治療を受けた場合、医療費の負担が原則 1 割となる制

度です。さらに、所得に応じた自己負担の上限金額が定められ、負担が重くなりすぎない

ようになっています。 

 

【 対 象 者 】   １８歳未満の身体障害児 

（治療を行わないと、将来障害を残す疾患のある児童を含む） 

【 医療の内容 】 視覚（角膜移植等）、聴覚（人工内耳等）、 

          音声・言語またはそしゃく機能（口蓋形成術等） 

肢体不自由（人工関節置換等）、心臓（人工弁置換術等）、 

肝臓（肝臓移植術、移植後の抗免疫療法）、 

          じん臓（透析、腎移植術等）、小腸機能、免疫機能 

呼吸器機能 、ぼうこうまたは直腸機能 

【 必要書類 】    ・支給認定申請書 

            ・育成医療意見書 

           ・資格確認書等 

           ・同意書及び収入申告書 

・市民税非課税世帯の場合、保護者の収入額がわかるもの 

 

問い合わせ    福祉課  ☎７２－６１２６ 
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各 種 手 当 

○特別児童扶養手当 

【 対 象 者 】   ２０歳未満の重度または中程度の障害（身体障害者１～３級、４級の

一部）または療育手帳Ａ(Ｂの一部)を所持する児童または、同程度の

児童を養育している人 

【 支 給 額 】   月額 

１級   ５８，４５０円（令和８年４月分～） 

２級   ３８，９３０円（令和８年４月分～） 

【 支給制限 】    次のいずれかに該当する場合は支給されません。 

①本人または扶養する人の前年の所得が基準額を超えるとき 

②児童が児童福祉施設等に入所しているとき 

③児童が障害を支給事由とする年金を受給しているとき 

【 支給方法 】   請求した月の翌月分から支給されます。 

          ４・８・１１月に前月までの４か月分が支払われます。 

【 必要書類等 】 ・申請書 

・診断書または身体障害者手帳、療育手帳 

・戸籍謄本 

・通帳（写し） 

 

問い合わせ  福祉課  ☎７２－６１２６ 

 

○障害児福祉手当  

【 対 象 者 】   日常生活においてつねに介護を必要とする状態にある、在宅で 

２０歳未満の重度の障害のある人 

【 支 給 額 】   月額 １６，５６０円（令和８年４月分～） 

【 支給制限 】   次のいずれかに該当する場合は支給されません。 

①本人または扶養する人の前年の所得が基準額を超えるとき 

②児童入所施設、社会福祉入所施設等に入所しているとき 

③児童が障害を支給事由とする年金を受給しているとき 

【 支給方法 】   認定されれば、請求した月の翌月分から支給されます。 

【 必要書類等 】 ・申請書 

・診断書 

・所得状況届 

 

問い合わせ  福祉課  ☎７２－６１２６ 

 

 

 

 

 



３４ 

 

○新見市心身障害児福祉年金 

【 対 象 者 】  ２０歳未満の在宅の障害児 

         （重 度） ①身体障害者手帳の障害等級が１級、２級の人 

②療育手帳の程度が「Ａ」の人 

③身体障害者手帳の障害等級が３級で、かつ療育手帳の 

程度が「Ｂ」の人 

④精神障害者保健福祉手帳の障害等級が１級の人 

（中 度） ①身体障害者手帳の障害等級が３級、４級、５級、 

６級の人 

②療育手帳の程度が「Ｂ」の人 

③精神障害者保健福祉手帳の障害等級が２級、３級の人 

【 支 給 額 】   重度  年額 １０２，０００円 

          中度  年額  ８４，０００円 

【 支給制限 】   児童が児童福祉施設、身体障害者施設、知的障害者施設および 

精神障害者施設へ入所した場合は支給されません。 

【 支給方法 】   半年分が振込みにより、３月・９月に支払われます。  

【 必要書類等 】  ・申請書 

          ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

          ・通帳（写し） 

 

問い合わせ  福祉課  ☎７２－６１２６ 
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生 活 支 援 

○自立支援給付 

障害者総合支援法および児童福祉法に基づく福祉サービスとして、個々の障害のある人の

障害程度や勘案すべき事項をふまえ、個別に支給決定されます。 

【 主なサービス内容 】●児童発達支援、放課後等デイサービス 

障害児（１８歳未満）に、日常生活における基本的な動作 

の指導、集団生活への適応訓練を行います。 

●短期入所（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気などの場合に短期間、夜間を含め 

て施設で入浴、排泄、食事の介護を行います。 

※この他にも、保育所等訪問支援、居宅介護などのサービスがあります。 

詳しくはお問合せください。 

 

問い合わせ  福祉課   ☎７２－６１２６ 

        ほほえみ広場にいみ       ☎７１－２１６６ 

               ☎７１－１０２２ 

 

【 市内対象事業所 】 

<短期入所> 

事業所名 住所 電話 

大佐荘短期入所事業所 大佐田治部 3245 98-3111 

岡山県健康の森学園 

短期入所事業所 
哲多町大野 2034-5 96-2995 

神郷の園 神郷下神代 1957 92-6311 

 

<児童発達支援・放課後等デイサービス> 

事業所名 住所 電話 

スマイル 
高尾 2488-13 

（ほほえみ広場にいみ内） 
72-2522 

もりっこ 
金谷 640-1 

（地域福祉センター内） 
72-3053 

 

【 無償化について 】 

  ※就学前の障害児の発達支援を利用する３歳から５歳までの子どもは利用料が無     

   償になります。ご利用の障害児サービス事業所に事前にご確認ください。 
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○新見市障害者日中一時支援事業 

新見市では障害者総合支援法に基づき、市町村が実施する地域生活支援事業として日中一

時支援事業を行います。 

【 事業の内容 】 日中に介護や見守る人がいない障害児などを一時的に預かり、活動の

場を確保し、社会参加を促進するとともに、障害児などの家族の就労

支援や日常的に介護している家族の一時的な休息を確保します。 

【 利用方法 】   ほほえみ広場にいみに利用の申請をしてください。申請後、市で審査

した結果、利用が適当と認められる人に、利用決定通知書を送ります。

利用の際には決定通知書を事業所に提示してください。 

（事業所への事前予約も必要です。） 

【 利 用 料 】 

区分 ３時間まで 以降１時間毎の加算額 

重度障害者等 ３００円 １００円 

上記以外の障害者等 ２４０円 ８０円 

  重度障害者等：１級、２級の身体障害者手帳、Ａ判定の療育手帳並びに１級の精神 

保健福祉手帳を所持する障害者等および市長が特別に認めたもの 

  ※送迎加算・・・片道あたり５４円 

 

問い合わせ   福祉課   ☎７２－６１２６ 

ほほえみ広場にいみ ☎７１－２１６６ 

                   ☎７１－１０２２ 

【 市内対象事業所 】 

<日中一時支援> 

事業所名 住所 電話 

NPO 法人風の音 かぜのおと 

事業所 ：新見 837 

実施場所：高尾 2488-13 

（ほほえみ広場にいみ内） 

72-2080 

大佐荘短期入所事業所 大佐田治部 3245 98-3111 

岡山県健康の森学園 

短期入所事業所 
哲多町大野 2034-5 96-2995 

神郷の園 神郷下神代 1957 92-6311 

日中一時支援 やまぶき 新見市高尾 569-2 88-8141 

 

 

 

 



３７ 

 

補 助 金 

○難聴児補聴器購入費等助成金交付事業 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度等の難聴児に対して、補聴器の購入（製

作）に要する費用の一部を助成します。 
 

【 対 象 者 】  次の要件をすべて満たす人とします。 

① 市内に住所を有する１８歳未満の難聴児であること。 

② 両耳の聴力レベルがいずれも３０ｄＢ以上であること。 

（※医師が装用の必要を認めた場合は、３０ｄＢ未満であっても対象） 

③ 身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。 

 

【 支 給 額 】  購入（製作）費の３分の２以内（上限額有り） 

 

【 支給方法 】  請求書（所定の様式）に記載された指定の口座に振り込みます。 

 

【 必要書類等 】 ・申請書 

          ・医師意見書 

          ・認定補聴器専門店が作成した見積書 

問い合わせ   福祉課  ☎７２－６１２６ 

 

 

 


